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 令和５年度 高知県立大学大学院研究助成金募集要領 

 

１ 目的 

高知県立大学大学院に在学する大学院生のうち、明確な研究計画を持ち実現に向け努力

を続けており、かつ、優れた研究能力を有している者で研究費の獲得が困難な者に対し

て、研究支援を行うことを目的とする。 

 

２ 助成対象者 

 本大学院博士前期課程に在籍する２年次生、博士後期課程に在籍する２年次生以上の学

生及び博士課程に在籍する３年次生以上の学生のうち、学位に関わる所定の研究計画書※

の審査に合格した者。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。 

（１）休学中の者 

（２）標準修業年限を超えて在学する者 

 

※研究計画書とは、高知県立大学大学院看護学研究科博士前期課程学位審査及び授与に関

する細則第４条、高知県立大学大学院看護学研究科博士後期課程学位審査及び授与に関

する細則第４条、高知県立大学大学院人間生活学研究科修士課程学位審査及び授与に関

する細則第４条、及び高知県立大学大学院人間生活学研究科博士課程学位審査及び授与

に関する細則第４条に規定されているものをいう。 

 

３ 助成金額 

 原則として、博士前期課程在学者１名につき 200,000円、博士後期課程在学者及び博士課

程在学者１名につき 300,000円をそれぞれ上限額とし、審査により決定する。 

 

４ 募集人数 

 看護学研究科  ：若干名 

 人間生活学研究科：若干名 

 

５ 助成期間 

助成金の執行は、助成決定日以降（助成決定日は令和５年７月上旬を予定）に開始し、令

和６年２月末日までに完了すること。 

 

６ 提出書類 

 下記の提出期限までに、主（正）研究指導教員の承認を得て、以下の申請書類を提出す

ること。 

（１）高知県立大学大学院研究助成金受給申請書（様式１） 

（２）研究計画書（様式２） 

（３）推薦書  （様式３） 
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７ 提出期限、提出方法及び提出先 

提出期限：令和５年６月 12日（月）１７：００（厳守） 

提出方法：メール添付、もしくは、USB等にてデータを提出 

提出先 ：〒781-8515 高知県高知市池 2751番地１ 

高知県立大学池キャンパス 教務支援部教育研究戦略課  

ers@cc.u-kochi.ac.jp 

 

８ 選考方法 

 高知県立大学大学院研究助成金審査委員会による書類審査を経て、学長が研究助成金受

給者、及び、助成金額を決定する。 

 

９ 選考結果 

 本人に文書で通知する。 

 

１０ 決定後の条件等 

（１）研究助成金受給者は、所定の期日までに誓約書（様式５）及び債権者登録申請書

を提出する。 

（２）研究助成金受給者は、助成期間終了後から１か月以内に、研究報告書（様式６）

を提出する。 

（３）高知県立大学大学院研究助成金規程第５条により、助成金の停止及び返還を求め

る場合がある。 

 

１１ 問い合わせ先 

 高知県立大学 教務支援部 教育研究戦略課（担当：河野） 

〒781-8515 高知県高知市池 2751番地１ 

TEL: 088-847-8815 FAX: 088-847-8605 

E-MAIL： ers@cc.u-kochi.ac.jp（課共通） 

     kouno@cc.u-kochi.ac.jp（個人） 

 

 

≪参考≫ 

・高知県立大学大学院研究助成金規程 抜粋 

（助成停止及び返還） 

第５条 研究助成金受給者が、次の各号のいずれかの事実に該当する場合は、各研究科委員会の

議を経て、学長は、第４条の決定に遡り、助成金の採用を取り消すとともに返還を求める場合

がある。 

  （１）退学し、又は除籍となった場合 

  （２）学業成績又は性行が不良である場合 

  （３）研究助成金の目的達成に反する重大な行為をなした場合 

  （４）研究助成金の申請にあたり、虚偽の記載等の不正の事実が判明した場合 

  （５）その他学長が認めた場合 

 

 

 



 

3 

 

・高知県立大学大学院研究助成金実施要綱 抜粋 

（助成対象経費） 

第４条 助成の対象となる経費は、次の各号に定める経費とし、研究助成金受給者は、高知

県公立大学法人会計規程、及び別に定める「高知県立大学大学院研究助成金執行マニュア

ル」に基づき適正に経費を執行しなければならない。 

  （１）消耗品費 

  （２）旅 費 交通費及び宿泊費 

  （３）その他 外注費、印刷製本費、通信運搬費、その他（諸経費） 


